
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ ２ 回 所 沢 市 景 観 審 議 会 

会 議 録 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日 



会 議 録 

会 議 の 名 称 第１２回所沢市景観審議会 

開 催 日 時  
令和５年２月２日（木） 

午前９時３０分から午前１１時３０分 

開 催 場 所  所沢市役所 高層棟７階 研修室 

出 席 者 の 氏 名 （会議録別表１）のとおり 

欠 席 者 の 氏 名 （会議録別表１）のとおり 

説明者の職・氏名  

議 事 
議事（１）狭山丘陵ゾーンの区域及び配慮事項について 

議事（２）産業系土地利用ゾーンについて 

会 議 資 料 

第１２回 所沢市景観審議会 次第  

第１２回 所沢市景観審議会資料（議事１） 

第１２回 所沢市景観審議会資料（議事２） 

担 当 部 課 名 

（街づくり計画部） 

埜澤街づくり計画部長、畑中街づくり計画部次長、 

塩崎都市計画担当参事 

（都市計画課） 

髙野課長、増子主幹、大河原主査、 

長谷川主任、鶴田主任、池田技師 

（事務局）街づくり計画部 都市計画課  電話 04-2998-9192 

 

  



（会議録別表１） 

（敬称略） 

 所沢市景観審議会委員名簿 会長 藤村 龍至  副会長 杉山 朗子  

 

 

区 分 区 分 内 訳 委 員 名 出欠 

知 識 経 験 を    

有する者（５人） 

所沢市景観条例及び所沢市景観計画

アドバイザー 

（色彩） 

杉 山
す ぎ や ま

 朗 子
あ き こ

 
出 

（建築） 

藤 村
ふ じ む ら

 龍
りゅう

至
じ

 
出 

（法律） 

横 溝
よ こ み ぞ

 高 至
た か し

 
出 

（建築・都市計画） 

宗 政
む ね ま さ

 由
ゆ う

桐
き

 
出 

（照明デザイン） 

近 田
ち か だ

 玲 子
れ い こ

 
出 

関 係 団 体 の    

代表者（４人） 

所沢市観光協会（会長） 新井
あ ら い

  重雄
し げ お

 出 

荒幡富士保存会（会長） 内 野
う ち の

 幸 雄
ゆ き お

 出 

所沢市景観市民活動クラブ（会長） 田中
た な か

  栄治
え い じ

 欠 

所沢商店街連合会（副会長） 田畑
た ば た

 大介
だいすけ

 出 

公募による市民

（３人） 

市 民 戸塚
と つ か

 忠幸
ただゆき

 出 

市 民 門
かど

 里江
り え

 出 

市 民 福士
ふ く し

 正司
ま さ じ

 欠 
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発 言 者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤村会長 

 

 

 

 

 

 

藤村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 埜澤街づくり計画部部長挨拶 

■ 配布資料等の確認 

■ 審議会成立の報告（欠席委員の報告） 

■ 会議の公開・非公開の決定（公開に決定） 

■ 傍聴者の有無確認（傍聴者は無） 

 

 

ご審議いただく流れを説明いたします。 

議事は次第のとおり、２点ございますが、今回は諮問案件ではなく、

意見交換となりますので、各委員の皆様からご意見を賜りたいと考え

ております。 

議事毎に質疑応答、意見交換の時間を設ける流れとなりますが議事

（１）の意見交換後に 10分間の休憩を挟み、その後、議事（２）につ

いてご説明させていただきます。審議会としては、正午までの二時間

を予定しております。 

 

ただ今説明がありましたとおり、議事毎に質疑・意見交換をするとの

ことでしたので、委員の皆様、よろしくお願いします。 

それでは、事務局より説明をお願い致します。 

 

 

■議事（１）狭山丘陵ゾーンの区域及び配慮事項について 

 

ありがとうございます。 

議事（１）「狭山丘陵ゾーンの区域及び配慮事項について」のご説明

が終わりました。 

前回の現地調査における皆様の意見を踏まえまして、松が丘住宅地

区については、区域外とする方針とし、また各配慮事項については文

言の訂正を行うとの説明がありました。 

区域案については、スライドを用いて振り返りをさせて頂きます。 

スライド１９ページをご覧ください。前回の議論の中で、緑地保全

と景観保全が混在しているところがありましたので、改めて説明をい

ただきました。 

緑地保全は、緑の基本計画の中で、「今ある緑をどのように守ってい

くか」という点について、緑地保全配慮地区を定め、これらの内、土
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田畑委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

地所有者の契約・同意を得られた場所について、行政が緑に対する維

持管理に関する支援を行うものです。 

それに対して、景観審議会にて議論を行っている景観保全について

は、市民自らが新しく建築計画を行う際、緑に対する配慮事項を定め

たものです。 

参考までにスライド２０ページにて、保全されている緑地の図を示

しておりますが、この中でも狭山丘陵ゾーンにおける緑に対して求め

る配慮事項を議論いただくものです。 

前回皆様に議論いただいた内容を踏まえ、事務局で改めて検討され

た結果として、スライド２９ページの配慮事項案がご提示されました。 

区域案について、県道所沢青梅線より北側については、狭山丘陵の

景観に影響を与える範囲として、「配置形状」、「色彩」、「外構植栽」に

係る３つの配慮事項を求めるものとして説明がありました。 

「高さ、形状や色彩が周辺から突出しないようにする」といったも

のや、「屋根や外壁は低彩度色とする」といったもの、また「周辺の緑

との連続性に配慮する」という内容でした。 

一方、県道所沢青梅線より南側については、「道路境界は植栽を設け

る等潤いが感じられる計画とする」といった配慮事項を加えるもので、

ピンクで示した部分については４つの配慮事項を求めるものとなりま

す。 

区域案については案１を基準として、狭山丘陵の景観に影響を与え

る範囲と狭山丘陵と一体的に緑を計画する範囲に分けて、配慮事項の

適用範囲の検討をいただくもので、具体的に細分化してご提示いただ

きました。 

こちらについて、ご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

 

「塀又は柵等は道路境界から後退するように努め、道路境界は植栽

を設ける等潤いが感じられる計画とする」とありますが、植栽の維持

はお金がかかると思います。補助金等については検討されていますで

しょうか。 

 

景観まちづくり事業として、以前庭木もう一本運動を行っており、

内容としては、新築の家を作る場合、庭に一本木を植樹いただくとい

うものでした。 

施策を行った当初は、庭木を受け取ってくださる方も多かったです

が、事業の経過に伴い、庭木を受け取っていただけない場合も増え、
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藤村会長 

 

横溝委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

藤村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余りが出てしまうこともあったことから、現在休止しております。 

景観計画については、策定から１０年を迎えており、景観まちづく

り事業についても見直しが必要と考えてはおりますが、ゾーンの検討

を先行し、みどりの施策や補助金については、次の段階で検討を行い

たいと考えています。 

 

よろしいでしょうか。そのほかご意見ございますでしょうか。 

 

区域については狭山丘陵ゾーンを広く捉え、配慮事項については、

県道所沢青梅線南側のみ配慮事項を加えるという考え方については理

解しました。 

同じゾーンの中で、負担が大きい部分が出てくることになり、市民

の理解が得られるか等の懸念があります。事務局として、周知の徹底

をすれば大丈夫であるという考えかもしれませんが、外構植栽に係る

配慮事項を全体にかけるという考えは厳しすぎるのではないでしょう

か。 

 

当初は、区域全体に配慮事項を設けることを検討しておりましたが、 

狭山丘陵ゾーンは高低差のある地形であることから、県道所沢青梅線

より北側エリアについては、狭山丘陵を臨める場所と臨めない場所が

あり、統一的な配慮事項を設けることは難しいという判断をしました。  

そこで、狭山丘陵と一体的に緑を計画するという項目については、

物理的に狭山丘陵を臨める南側のエリアのみで配慮事項を設けること

で整理をいたしました。 

 

よろしいでしょうか。 

皆様よろしければ、お手元に配布されております配慮事項編のパン

フレットをご覧ください。 

実際に配慮を求めることとなる建築物の建築等の行為の規模につい

ては、「高さが１０ｍを超えるもの」、「敷地の面積が５００㎡以上のも

の」となっており、こちらについては届出対象行為なので適合させて

いただく必要があります。 

一方、届出対象行為未満のものについては、適合に努めるというこ

とになっています。届出対象は、敷地面積５００㎡以上または高さ１

０ｍを超えるものということなので、想定としては非住宅になります。 

このことから、住宅については適合に努めていただき、非住宅で届
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藤村会長 

 

 

 

 

 

杉山副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出対象のものについては、現在検討しております配慮事項に適合して

いただく必要があります。 

事例の写真が住宅の写真となっていたので、住宅を建築する際も対

象であると思われたかもしれませんが、基本的には非住宅が届出対象

となります。 

 

敷地面積５００㎡以上が届出対象となり、非住宅が届出対象となっ

てくることが多いですが、対象外のものにつきましても、窓口に来庁

された方には景観計画の趣旨を説明し、適合に努めるよう指導させて

いただいております。 

また、同一事業者が１棟１２０㎡の土地で５棟の分譲住宅を行うと

いった場合、開発面積としては５００㎡以上の開発となるため、景観

条例の対象になります。 

横溝委員のご質問に対する追加の説明になりますが、定量的な基準

ではなく、定性的な基準で配慮に努めていただくものとなりますので、

基準に見合わない場合は適合通知を発行できないものではなく、緩や

かに景観誘導を行うことを想定しています。 

 

ありがとうございました。 

届出対象となる事業規模の場合、あらかじめ配慮事項が分かってい

れば、金属フェンスから植栽に変更することは難しいことではないと

思いますので、妥当な配慮事項と考えます。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

２点お聞きしたいことがあります。まず緑地に関する内容です。 

所沢市の景観計画において、「農地・丘陵地景観ゾーン」というゾー

ン区分になっておりますが、三富周辺については、農地の境界に生け

垣があったものが徐々に減少してきています。 

この１０年間においては、特に農地が住宅やその他の施設に変わっ

てきている印象を受けています。 

本審議会の資料において、どなたかが、平地林を所沢市の原風景景

観と言われていることを拝見しました。 

武蔵野台地の原風景的農地、緑地についても繋がりがありますので、

どこかで触れていただきたいと思います。 

景観には罰則等がありませんので、農地、緑地、平地林等の連続性

を考え、住宅においても中高木の植樹をお願いする等、協力を求めて
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藤村会長 

 

 

 

 

 

 

 

田畑委員 

 

 

 

 

新井委員 

 

 

藤村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

もよいのではないかと思います。 

所沢市は代表的な台地景観をお持ちですので、丘陵だけに特化せず

に検討してもよいのではないでしょうか。 

２点目としては、お願いしたい内容です。 

私は色彩の専門としていますので、配慮事項において暖色系とまと

めることはやめたほうが良いのではないかと意見しましたが、青い屋

根についても少し抵抗を感じています。 

事務局案はまとめとしても良いかと思いますが、皆様のご意見とし

て、それらを避けるような文言や色の表現等にアドバイスがあれば、

ご意見お聞きしたいと思っています。 

 

ありがとうございます。２つのご意見を頂きました。 

まず１つ目として、狭山丘陵から順に検討を行っていることもあり

ますが、今後台地景観の言葉を加えていくべきではないか、というご

意見がありました。 

２点目はお願いとして、暖色系という文言を除くこととなりました

が、青い屋根を避けるための文言として、アドバイス等をいただきた

いというものでした。何かございますでしょうか。 

 

住宅等で板金屋にトタン屋根を作ってもらう際に、何も注文をしな

いと大抵青の屋根になるということがあります。 

所沢市の推薦色を工務店等に伝えれば、その中から選んでもらえる

のではないかと思います。 

 

JAいるま野が現在改築を進めていますが、青の建築物が多く、これ

から青の建物が増えてくるのかなと思っていました。 

 

地元の業者や建築事務所が提案される色については、規範や流行等

様々な要素があるかと思います。一つの作り方としては、景観賞にお

いて、表彰する色の方向性で所沢らしい景観を示すことにより、市内

業者の中で評価される建築物が共有されていくと、徐々にそのような

建築物が主体的に増えていき、方向性を示すことができるのではない

でしょうか。 

川越市で実施している景観大賞が事例としてありますが、最近では、

川越市内の建築士事務所や、業者、建築主が景観大賞を通して、川越

らしい景観を知り、評価されるということが共有されてきています。 
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藤村会長 

 

 

 

 

 

戸塚委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

イタリア等では、もっと厳しくなり、地元の建築家の中でプレゼン

テーションを行い、議論の上認められないと、建築許可が出ない等の

事例もあります。 

日本の場合は、少し緩やかな話し合いの形で、例えば所沢では、「今

まで無意識で青を選んでいたけれども、青よりはみどりに合う色のほ

うが良いのではないか」等の認識が徐々に共有されていくことにより、

自然な方向性を示すことができると考えます。 

市でも、緩やかな色彩基準を定められていますが、指定色という示

し方ではなく、自然と良い色が広まっていくことが理想だと思います。  

事務局で補足があればお願いします。 

 

景観計画の改定を進める最後の内容として、景観ガイドラインの作

成も検討しております。先ほどお話しした内容も加えて、地元の業者

や建築事務所にご説明する機会を作ることも含めて検討していきたい

と思います。屋根の色には、推薦色を決めるという考え方も参考にな

りましたので、ガイドラインに反映するのか、景観計画改定の中で反

映するのかという点も含めて検討を進めてまいります。貴重な意見を

ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。このようなルールは最低基準を定め、幅

の広い範囲でお示しすることを基本としています。推薦色のような強

い方向性というのは、別のやり方を検討する必要があるかと思います。 

１つの方法としては景観賞があげられますので、今後議論が行えれ

ばと考えています。他、いかがでしょうか。 

 

配慮事項の色彩に関して、屋根外壁と限定して定められていますが、 

近景で見た際は、商業性の高い目立つ看板のようなものは景観上あま

りよくないと感じます。 

 具体的には、鎌倉に行くとセブンイレブンの看板が少し茶色になっ

ているという事例があります。 

コンビニやドラッグストアが沢山建っている狭山丘陵ゾーンにおい

ては、敷地面積５００㎡以下の届出対象規模未満のものであっても配

慮が施されていれば、景観上特別な地域であると具体的に感じられる

のではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

おそらく、セブンイレブンの看板が茶色になっている地域というの
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藤村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宗政委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

藤村会長 

 

は、法令に基づく景観地区で、住民皆様の合意を得ながら運用してい

るものと思われます。 

事務局としても、看板は課題として捉えておりますが、現状は埼玉

県の条例の中で審査をしている状況であり、実際看板の色は自由に決

められます。所沢もゾーンによって看板の基準を決めていくことは理

想と考えますが、屋外広告物の検討には至っていないのが現状です。 

 

ありがとうございました。 

配慮事項編の３ページをご覧ください。 

工作物の建設において高さ１０ｍを超えるものは適合させるものと

して定められております。 

チェックリストについては、１１ページに定められており、「屋外広

告物は大きさや形をそろえて、設置位置を集約する」といった内容が

大きな看板を設置する際の配慮事項となります。 

かなり緩い基準ではありますが、ただ文言があることによって、大

きさや形、設置位置の集約の配慮は設計者側に求めることとなり、こ

れ以上の制限は設計者の良心、見識に委ねるものとなります。 

市民の意見や本審議会の方向性として、狭山丘陵の景観特性を鑑み、

１０ｍを超えるものだけではなく、届出行為の規模を下げるべきであ

る等の意見があった際は、より厳しいものとなるよう検討を進めてい

くものですが、現状は１０ｍを超えるものを対象としています。 

杉山副会長からも何度かご意見をいただいたことがありますが、農

地丘陵地景観ゾーンの資材置き場の囲いについては、景観上目立ち、

課題となっています。農地丘陵地景観ゾーンの課題について議論しな

がら、対象範囲も検討していく必要があります。 

 

スライド２９ページの内容について確認したいのですが、案１をベ

ースに進めていますが、もし案３になった場合は、ゾーン区分の考え

方がなくなり、ゾーン全域で外構植栽に関する文言の規制がかかると

いう考え方でよろしいでしょうか。 

 

皆様のご意見を踏まえ、もし案３になった場合は、四つの配慮事項

すべてがゾーン全域(案３のエリア)で設けるものとなります。 

 

見方を変えると、案１は区域を広げ、３つの配慮事項だけは求めて

いくという考えのものです。 
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今回の事務局の提案は非常に頑張ったなと思っています。ただ県道

所沢青梅線沿いの道路景観について懸念しています。 

例えば市の負担で街路樹を植えることも考えられるかと思います

が、いかがでしょうか。 

 

道路維持課にて街路樹の管理は行っています。樹形の剪定を行い、

市民の皆様が歩く際に、日陰となり、心地よくなる空間をつくるとい

った取り組み行っておりますが、県道所沢青梅線では行っておりませ

ん。   

また県道所沢青梅線は、県道となっておりますので、県の所管とな

っております。 

 

県の所有ではありますが、民間にお願い事をする際には、市所有地

から率先して行うべきという考えがあります。 

狭山丘陵ゾーンにおいても、学校等届出対象となる建物はあります

ので、率先して景観に取り組み、公共建築物が規範を作り、景観に調

和する色等を示すことが理想だと思います。 

それでは、皆様よろしければ、議事２に入る前に小休憩を挟みたい

と思います。 

 

では、１０分間の休憩とさせていただき、１０時５５分から再開と

させていただきます。 

 

ではこれより再開させていただきます。 

 

それでは議事（２）産業系土地利用ゾーンの説明をお願い致します。 

 

■議事（２）産業系土地利用ゾーン 

 

はい、ありがとうございます。 

議事（２）では、第１０回の景観審議会でご説明のあった新たな産

業系土地利用ゾーンを設けるという方針から、既存の３ゾーンを基準

として新たなゾーンを設けずに、工場・倉庫等の大規模建築物を対象

として景観誘導を図るものとするといった方針変更の説明と、方針変

更する場合の検討事項について説明がありました。 
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ポイントとしては、第１２回案と第１０回案の比較をしたうえで、

第１２回案では、対象となる一定規模以上の建築物にのみ配慮事項の

上乗せ等を行うこととし、ゾーン単位ではなく建築単位で考えるもの

とすることでした。 

そのメリットとしては、資料１８ページの利点５に明示されている

市内全域を対象に、産業系大規模建築物について景観誘導が図れるこ

とが１つであります。 

所沢市では、景観ゾーンを３ゾーンに定めており、各々、商業系市

街地景観ゾーン、住居系市街地景観ゾーン及び農地丘陵地景観ゾーン

と区分されています。 

大都市郊外ということもあり、特に農地丘陵地景観ゾーンには工場・

倉庫等の物流倉庫における大規模建築物の立地ができる場所があり、

実際に、埼玉県内の圏央道自動車及び関越自動車道周辺には、物流倉

庫等の産業系大規模建築物が建築されております。 

このことから所沢市としては、高速道路及びインターチェンジ付近

に建築されることが想定される工場倉庫等の産業系大規模建築物につ

いて、景観誘導をどのように図るかということが、所沢市固有の課題

の１つかと思います。 

そして、今回の景観計画改定における産業系大規模建築物にあたっ

ては、この１０年で最も変動している所沢の景観の１つであります。   

当初は、新しいゾーンを設けるという提案でありましたが、所沢市

内全体に工場・倉庫等の大規模建築物が立地されている状況を鑑みる

と、そのゾーンという考え方が合わないのではないかということで、

建築物単位とすることの提案でした。 

第１２回案は概ね良いと思いますが、検討を要することとして、三

ヶ島工業団地周辺地区のように、市街化調整区域から市街化区域へ編

入される地区は、景観として農地丘陵地景観ゾーンから住居系市街地

景観ゾーンへ取扱いが変更されるため、配慮事項等の制限が緩和され

る方向になることから、このような地区の取扱いが今後の検討事項と

なるとのことでした。 

また、大規模の判断基準の説明がありましたが、現地視察を行い、

大規模建築物の規模を感覚的に捉えてみるということと、既存の法令

関係を参考とした際に、建築基準法と工場立地法、市の街づくり条例

の３つを取り上げていますが、建築面積若しくは延べ面積３，０００

㎡というものが１つの基準になり得ると思います。 

本件は、来年度以降の現地視察等を踏まえて検討するというご説明
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田畑委員 

 

 

 

 

藤村会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

でありました。 

このことについて、質疑含めご意見いただけたらと思います。いか

がでしょうか。 

 

ここで少し補足をさせていただきます。 

産業系土地利用ゾーンの方針変更ついては、方向性を決定したいと

思っておりますので、その点を重点的にご意見いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

方針変更の決定が重要で、景観における「大規模」の判断基準につ

いての整理は、現地視察を行ってから定めていきますということでし

た。 

では、他にいかがでしょうか。 

 

ご確認したいのですが、延床面積１０，０００㎡以上であれば第３

案ということでしょうか。 

 

市のルールとして定めている街づくり条例において、大規模建築物

を延床面積１０，０００㎡と面積を大きく取り扱っています。建築基

準法や工場立地法では、建築面積若しくは延床面積３，０００㎡のと

いうことになりますので、対象規模の面積案は三案となります。 

 

景観おいては、大規模を延床面積３，０００㎡とした際、延床面積

３，０００㎡の建築物が、街づくり条例の大規模と定義している延床

面積１０，０００㎡と同様に、（景観上の大規模として）取り扱うとい

うことでしょうか。 

 

最も緩い取扱いが、延床面積１０，０００㎡といったものになりま

す。延床面積１０，０００㎡や建築面積若しくは延床面積３，０００

㎡の規模感の把握や、低層住宅への影響がどのようになるのか等を、

現地視察で把握するということで、現状では４つほどおおまかに示し

ているということです。 

 

延床面積１０，０００㎡はとても大きな建築物となりますが、所沢

市街づくり条例においては、街をつくる観点から周囲への影響を考慮
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し、近隣説明や事前協議を付しております。 

街をつくるということで、周辺への影響を多大に与える規模を、延

床面積１０，０００㎡を大規模事業の１つとして定義し、取り扱いを

しております。 

案の中の１つと考えていただき、他の建築面積若しくは延床面積３，

０００㎡の選択肢の中で、どれを選択するかについては、来年度以降

現地調査を行い、感覚的に規模の方を見て頂ければと思います。 

 

既存の法律・条例はそれぞれ目的がありますので、所沢市街づくり

条例では、市内の大規模な建築物の事前協議等に線引きされていると

いうことです。このような「大規模」における線引きを景観の場合は

どのように考えて行くか検討できればと思います。 

では、その他いかがでしょうか。方針につきましてはどうでしょう

か。 

 

第１２回案が市全体を捉えているということは、理解しました。配

慮事項等を決定するには景観において、周辺の建築物へ影響を及ぼす

規模を考慮し、周辺環境についての要件を入れなくてよいのかと思い

ますが、その要件も考慮していくということなのでしょうか。 

 

今回の対象建築物を工場・倉庫等における産業系大規模建築物に限

定しております。 

工場・倉庫等は形態・形状等が、分節化されておらず、ガラス等の

開口部も少なく、建築物自体の規模も大きいことから、圧迫感を生じ

させてしまいます。 

その圧迫感を軽減するため、周辺の樹木との調和等を考慮するとと

もに、近隣の住居や施設へ配慮を加え、良好な景観となるように誘導

できないかと考えております。 

 

ありがとうございます。 

既存の法律を参照すると、既存の法律にはそれぞれの目的が単体の

ものについて記載されていますが、景観の場合は周辺環境も重要にな

りますので、対象規模の決め方も変わってくるという事でよろしいで

しょうか。 

他はいかがでしょうか。 

全体として建築単位で考えていきましょう、という方針に関しては
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藤村会長 

 

杉山委員 

 

 

 

 

皆様いかがでしょうか。 

 

よろしいでしょうか。 

対象を市全体にするというのは理解が出来て、一定規模の建築物に

対して行うということですが、工場・倉庫等産業系以外の用途で想定

される大規模建築物ありますか。 

 例えば、学校など産業系ではないので関係ありませんが、他に大規

模の対象となるもので、景観に影響がある建築物はどのようなものか

教えていただきたいです。 

 

産業系以外という事であれば大規模店舗というのも考え得るかなと

思います。大規模店舗については、主に商業系の用途地域で立地され、

賑わいを創出するものとして考えております。 

公共系については、景観に影響のあるものとして検討課題にさせて

頂きたいと考えております。 

今回、産業系に特化したのは、所沢の特徴であるみどりを伐採し、

大規模倉庫等が立地されてきていることを受け、大きな課題と捉え、

産業系に限定して景観誘導を図っていきたいと考えているためです。 

 

ご質問の趣旨としては、産業系大規模建築以外の大規模店舗等につ

いて、景観に対する考え方はどうなるのでしょうか、といったような

ことなのかと思うのですけれども、大規模店舗等に対する検討状況を

補足して教えて頂ければと思います。 

 

農地丘陵地景観ゾーンにつきましては、市街化調整区域であるため、

原則として大規模店舗等は、建築することが困難です。 

しかし、産業系の大規模倉庫等については、一部建築できる可能性

があるというところです。以上です。 

 

はい、よろしいでしょうか。 

 

産業系の分類では、建築物がない産廃施設というものも、他市町村

では気にしているところでありまして、建築物や土地の面積だけで対

象規模を判断することでいいのでしょうか。所沢市は建築物のない産

廃施設が無いのでしょうか。 
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事務局 

 

ありがとうございます。 

産廃資材を一時的に集積するような土地利用をしている産廃施設は

所沢にもあります。 

これは、物を置いているスペースであり、いわゆる資材置き場のよ

うな利用形状をしているものであります。 

景観として資材置き場の周辺に鉄板等で設けてある囲いにおいて

は、景観上の課題であると思います。 

 

よろしいでしょうか。 

三ヶ島工業団地地区予定地には、資材置き場が多くあり、それを移

動しないと通ることが出来ないのですが、この場合どうするのでしょ

うか。 

 

委員のお話は、三ヶ島工業団地地区に工業団地をつくる予定となっ

ており、当該地区内に計画されている道路上にある既存資材置き場な

どをどうするかというお話です。 

それについては、区画整理事業の施行時に移転していただく予定で

はありますが、移転先で同様に鉄板等で囲ってしまう可能性があり、

周辺への影響もあることから、景観上の１つの懸念であると思います。 

 

今回対象としている産業系の大規模な工場や倉庫等と今の話にある

資材置き場についての関係はどのようなことでしょうか。 

 

今、議論しているのは基本的に、工場・倉庫等の大規模建築物で想

定としては、大規模物流倉庫等ですが、現地視察の際に先程の産業系

資材置き場の囲いなどの工作物等に対する検討も課題になってくるか

もしれませんが、杉山委員のお話にあった他都市で産業系資材置き場

関係の工作物の事例をご提示頂けると議論しやすいので、検討いただ

ければと思いました。 

その他いかがでしょうか。 

 

資材置き場の塀の色等、資材置き場には配慮事項が必要なのではな

いかなと思っておりますのでよろしくお願い致します。 

 

ありがとうございます 

今後の検討課題と考えておりますので、検討を進めさせていただき
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たいと思います。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

市街化調整区域内の市民の森について、その周辺に存する工場で使

用しているトラクターなどの置き場にも囲いあります。景観上、市民

の森の隣接地でもあるため、好ましくないと思います。 

 

皆様のご意見においても、所沢の昨今の課題の一つに感じています

ので、審議会においても今後の課題として取り上げて頂けたらと思い

ます。よろしくお願い致します。 

それでは事務局の皆様におかれましてはただいまの委員の皆様のご

意見を踏まえまして景観計画改定の検討を進めて頂ければと思いま

す。 

 景観計画が策定されてからちょうど１０年で、今季は節目となりま

すが、所沢市全体の市内を取り巻く環境の変化も１０年の間に色々と

起きております。 

産業系の土地利用をどうするか、大規模建築物だけではなく、工作

物の検討も必要ではないかなど新しい課題もあります。 

方針につきましても、基本目標のなかで親しみのある公共施設によ

る良好な景観の形成と謳っているので、公共施設は景観的に質の向上

を促す景観の形成と維持を目指すものとして、当初ユニバーサルデザ

インだけでしたが、農地丘陵地景観ゾーンでは特に公共施設がとても

目立つ印象であることから、今後の課題としていけると良いと改めて

思いました。 

本日はまた議論の展開があり、皆様の意見も多岐に渡りましたが、

本日の議事につきましてはこれで終わりにさせて頂だきます。 

皆様の協力を頂きまして、大変スムーズに進めることが出来ました。

厚く御礼申し上げます。 

それでは進行を事務局の方にお返しいたします。 

 

ありがとうございます。 

長時間にわたりまして誠にありがとうございました。ここにおられ

ます皆様の委員としての任期は令和５年６月３０日までとなってお

り、今後このメンバーで行う審議会は最後となります。特に、公募で

おられます戸塚委員、門委員、福士委員におかれましては、おそらく
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本日が最後の協議会になります。２年間に渡る活発なご審議に感謝申

し上げると共に今回出席いただいております戸塚委員と門委員からひ

と言ご挨拶いただければと思っております。 

戸塚委員よろしくお願い致します。 

 

大変楽しい審議会、ありがとうございました。 

景観賞を取った旭橋を渡って、そんなこともあったなと思いながら

今日、参りました。話の流れの中で緑などの話がだいぶ多かったです

が、街なかもおしゃれな街にしていただければと強く思っております。

よろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

２年間ありがとうございました。 

私はこちらに引っ越してきて２６年になりますが、もとは埼玉の別

のところに住んでいましたが、こちらの西の方に行くと山が見え、と

てもすがすがしいところで、それと商業施設があり、その兼ね合いが

とてもきれいで、良いと思っていた市です。 

これからも理想的な土地開発を進めていっていただければと思いま

す。 

ありがとうございました。 

 

なお、専門委員、関係団体委員の皆様の改選につきましては、所沢

市審議会等の委員選任の要件に基づきまして、今後、お一人ずつにご

相談させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願い致しま

す。 

今期は景観計画策定から１０年を迎え景観計画の改定に係る難しい

審議を頂くこととなりました。 

貴重なご意見を頂きましたこと、感謝申し上げますとともに、皆様

のご意見を踏まえ、今後も景観計画改定の検討を進めていきたいと思

います。 

次回の景観審議会につきましては今年の夏以降を予定しておりま

す。 

本日は長時間に渡り、誠にありがとうございました。 

以上をもちまして第１２回所沢市景観審議会を閉会とさせて頂きま

す。 

ありがとうございました。 


